
社会福祉法人勢門福祉会 

 

 

ご意見・ご要望の解決のための仕組みについて 

 

 

 

 

 

 

     意見・要望・ご相談 

 

 

 

 

[担当 : 主任保育士] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 相談解決の結果（改善事項）は口頭もしくは文書で責任者よりご報告申し上げます。 

※ 以上の仕組みで解決できないご意見・ご要望は、福岡県社会福祉協議会に設置された 

福岡県運営適正化委員会に申し出ることもあります。 

 

【福岡県運営適正化委員会の連絡先】 

〒816-0804 福岡県春日市原町 3丁目 1-7 クローバープラザ 4階 

TEL.092-915-3511 

FAX.092-915-3512 

意見・要望等の受付担当者 

（意見・要望等の受付・記録） 

意見・要望等の相談解決責任者 

（話し合いにより意見・要望等を解決します） 

（責任者の段階の相談で納得いかない場合に

は、第三者委員に直接相談し、話し合いへの立

ち会い・助言を求めることができます） 

（保護者の求めに応じて報告します） 

報 告 

（
意
見
・
要
望
等
の
内
容
の
確
認
・
報
告
を
受
け
た
旨
の
通
知
を
行
な
い
ま
す
） 

第 三 者 委 員 

（必要に応じて話し合いに立ち会います） 

サービス利用者（保護者） 


